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2026 年６月 26 日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社 ジ ー エ ヌ ア イ グ ル ー プ 

代 表 者 名  取締役代表執行役社長兼ＣＥＯ イ ン ・ ル オ 

（コード番号: 2160 東証グロース） 

問 合 せ 先  取締役代表執行役副社長 松 井  亮 介 

（TEL. 03-6214-3600） 

 

 
第三者割当による新株式発行（現物出資）の払込日の確定に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年６月５日付の「あゆみ製薬ホールディングス株式会社の全株式の取得（完全子会社化）

及び第三者割当による新株式の発行（現物出資）に関するお知らせ」に記載のとおり、2026 年６月５日付

で締結したあゆみ製薬ホールディングス株式会社（以下「あゆみ製薬ホールディングス」といいます。）の

株式の売買に係る株式譲渡に関する契約（以下「本株式譲渡契約」といいます。）に基づき、あゆみ製薬ホ

ールディングスの株主である BCP Asia AYM Holding (Cayman) L.P.、東邦ホールディングス株式会社（以

下「東邦ホールディングス」といいます。）及び久光製薬株式会社（以下「久光製薬」といいます。）が、

当社に対して有するあゆみ製薬ホールディングスの株式の譲渡代金請求権の一部を現物出資の目的となる

財産として、BCP Asia AYM Holding (Cayman) L.P.、東邦ホールディングス及び久光製薬に対して第三者

割当による新株式の発行（以下「本新株式発行」といいます。）を行う予定としておりました。本株式譲渡

契約に定める本新株式発行の前提条件が全て満たされることが確実となったため、2026 年６月 26 日をも

って、本新株式発行に係る払込日を 2026 年７月１日と確定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

2026 年６月５日付の「あゆみ製薬ホールディングス株式会社の全株式の取得（完全子会社化）及び第三

者割当による新株式の発行（現物出資）に関するお知らせ」に記載のとおり、本新株式発行は、本新株式

発行に係る金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生していること及び（必要となる場合は）

国内外の競争法等に基づく関係当局の許認可等の取得等の前提条件が全て満たされていることを条件（以

下「本前提条件」といいます。）としておりました。本新株式発行の払込日は、本前提条件の成立時期を確

定することができないため、払込期間を 2026 年６月 30 日から 2026 年９月 30 日までと設定し、当該払込

期間を払込期日として記載しておりました。 
このたび、本前提条件が全て満たされることが確実となったため、2026 年６月 26 日をもって、上記払

込期間における払込日を 2026 年７月１日と確定いたしました。
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（参考）本新株式発行の概要（2026年６月５日決議） 

 

（１） 払 込 期 間 2026年６月30日から2026年９月30日まで（注） 

（２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 9,974,291株 

（３） 発 行 価 額 1株につき、2,684円 

（４） 調 達 資 金 の 額 26,770,997,044円 

（５） 

募集又は割当方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、全株式をBCP Asia AYM Holding 

(Cayman) L.P.、東邦ホールディングス及び久光製薬に割り当

てます。 

BCP Asia AYM Holding (Cayman) L.P. 6,982,004株 

東邦ホールディングス 1,994,858株 

久光製薬 997,429株 

当社によるBCP Asia AYM Holding (Cayman) L.P.、東邦ホー

ルディングス及び久光製薬からの本件株式取得に係る譲渡代

金請求権の一部を現物出資の目的となる財産とします。 

（６） 
そ の 他 

本新株式発行については、金融商品取引法に基づく届出の効

力発生を条件とします。 

（注） 上記のとおり払込日を2026年７月１日と確定しました。 

 

以 上 
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